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農林水産省生産局  

第１回 農業資材審議会農薬分科会  

   

日時：平成１３年３月２１日（水)  

会場：蔵前工業会館 702・703 会議室  

時間：１０：４０～１２：１０  

   

   

   



議事次第  

   

１．開  会  

（１）農薬分科会委員、臨時委員の紹介  

（２）審議官挨拶  

（３）農薬分科会について  

（４）分科会長の互選  

（５）分科会長代理の指名  

   

２．議 事  

（１）農薬取締制度の紹介  

（２）農薬中の有害物質の検査に関する小委員会の設置について（案）  

（３）農薬の登録保留基準の設定について（報告）  

（４）農薬行政の最近の動き（報告）  

   

３．その他  

   

４．閉 会  

                              午後１０時４０分 開会  

○農薬対策室長 それでは、定刻となりましたので、第１回目の農業資材審議会農薬

分科会を、これから開催させていただきます。  

 本日は、ご多忙の中ご出席を賜り、まことにありがとうございます。事務局として暫

時司会  

進行を務めさせていただきます農薬対策室長の澤田でございます。よろしくお願いい

たします。  

 とりあえずお手元の資料の確認をさせていただきたいと思います。  

                （配付資料一覧確認）  

○農薬対策室長 それでは、初めに委員、臨時委員の方々のご紹介をさせていただ

きます。  

              （各委員、臨時委員の紹介）  

○農薬対策室長 なお、都留信也委員、長尾美奈子委員、村田利和委員、小林富士

雄臨時委員におかれましては、ご都合によりご欠席ということでご連絡をいただいて

おります。  

 それでは、会議を始めるに当たりまして、農林水産省生産局の坂野審議官から、ま

ずあいさつを申し上げます。  

○審議官 今ご紹介いただきました生産局の審議官の坂野と申します。  



 実は、今回皆さんにご案内したとき農林水産省生産局という形で ご案内しています

けれども、農林水産省も１月６日付で、省庁の名前は農林水産省でございますけれど

も、行政施策を円滑に実施するということで、局の再編を 大幅にしまして、従来の畜

産局と農産園芸局、それからまた食品流通局と、３局ほどにまたがっていましたので、

物をつくるという世界は全部生産局ということ で、そういう形で生産局という形にした

わけであります。  

 農薬関係につきましても、従前は植物防疫課のところで農薬とい う形をすべからく

やっていたわけでございますけれども、このたび組織改編で、農薬そのものにつきま

しては資材ということで、肥料、機械、農薬あわせて生産 資材課というのを作りまし

て、そこの中で農薬は農薬の室長というのを置いているわけでございます。大分組織

も変えましたけれども、仕事はスムーズにいくよ うにしましたので、よろしくお願いした

いと思います。  

 ところで、きょうは第１回の農業資材審議会農薬分科会の開催に当たりまして、一言

ごあいさつを申し上げたいと思います。  

 まず、委員及び臨時委員の皆様におかれましては、今回のご就任をご快諾いただ

きまして、大変ありがとうございます。また、年度末で大変お忙しい中にご参集いただ

きまして、重ねて御礼申し上げたいと思います。  

 我が国の農業、農村というのは、食糧安定供給とか、それから環 境保全とか、そう

いうような役割ということで、議論しているところでございますけれども、とりわけ食糧

の供給でございますけれども、新鮮で安全なものを安 定的に供給するということは、

国の基本的な責務ではないかというふうに考えております。このため、一昨年、従来

の農業基本法を改めまして、食料・農業・農 村基本法という、新たな体系にしまして、

食糧の自給率の向上とか、それからいろいろな今の時代といいますか、ニーズに見

合ったような食料・農業・農村政策 をやっていきたいというふうに考えております。  

 とりわけ、農薬については、食糧の安定供給とか、生産性の向上 を図るという上で

極めて重要な役割を果たしているというふうに考えているところであります。さらに、安

全性の確保ということは、安心、安全な農作物を供給 する上では不可欠なことであり

ます。農薬行政の推進に当たりましても、これらの課題に的確に対処していきたいと

いうふうに考えているわけであります。  

 後ほどまた事務方から説明がありますけれども、本農薬分科会 は、中央省庁の改

革に伴いまして、従来の農業資材審議会農薬部会の機能を一部見直しまして、農薬

取り締まりの施行に関する事項についてご審議をいただくと いうことで発足したもの

であります。委員また臨時委員の各位の皆さんにおかれましては、こうした背景を理

解の上に、活発にご議論を賜ればありがたいと思っ ております。農林水産省としまし

ては、皆さんからいただきましたご意見等を、的確に農薬行政なりに反映していきた

いと考えております。  



 終わりに、きょうの会議、活発なご議論、今後皆さんのより一層のご支援、またご協

力をお願いしまして、あいさつにかえさせていただきます。  

 ありがとうございました。  

○農薬対策室長 それでは、次にこちらの事務局方をご紹介させていただきます。  

                 〔事務局の紹介〕  

○農薬対策室長、それでは、まず資料に基づきまして、この農薬分科会の位置づけ

等につきまして、私の方から簡卖にご説明させていただきます。  

 本日は、仕組みとか、位置づけとか、こういう説明が中心になりますので、よろしくお

願いいたします。  

 まず、資料の３から７までをご説明させていただきたいと思います。  

 まず、資料３でございます。図があると思います。これによりま して、農業資材審議

会と、そこに設けられた農薬分科会を含む４つの分科会の構成が、おわかりいただけ

ると思います。ここに書かれています委員でございます が、委員となられている方は、

農業資材審議会の委員として分科会にもご出席されるという立場でございます。臨時

委員におかれては、各分科会専属となってお ります。専門委員でございますが、さら

に専門の分野で必要な場合に任命がなされるという形になってございます。  

 それから、農薬分科会の審議事項でございますが、その図の下の 方にございます

ように、８項目が農薬取締法によって定められております。①が、防除に用いる薬剤

を原料又は材料として使用した資材で農薬とされるものを定 める政令の制定又は改

廃に関する審議。②が、公定規格の設定に関する審議、③が、職権による農薬の登

録の変更又は取消しに関する審議。④が、販売業者に対 する農薬販売の制限又は

禁止に係る政令の制定又は改廃に関する審議。⑤が、農薬の検査方法の決定又は

変更に関する審議。⑥が、農薬の登録保留基準の設定又 は変更に関する審議。⑦

が、作物残留性農薬、土壌残留性農薬及び水質汚濁性農薬の政令指定等に関する

審議。⑧が、作物残留性農薬及び土壌残留性農薬の使用 上遵守すべき基準を定め

る省令の制定又は改廃に関する審議。いずれも重要な項目でございますが、これら

が法律によって農業資材審議会の審議事項ということ になってございます。  

 それでは次でございますが、資料４をごらんいただきたいと思います。  

 資料４は、農林水産省設置法の抜粋でございます。第６条に、農業資材審議会の

設置が定められておりまして、第７条に、審議される内容として、ご覧いただきますよ

うに、農薬取締法の規定により、その権限に属された事項を処理することということに

なってございます。  

 ２ページ目ですが、昨年までと実は今回改正が行われまして、左 右対照になって

改正点がわかるようになってございます。右側の下線を施した部分、これが今回は削

除になりました。変更の理由ですけれども、下に書いてござ いますが、中央省庁等

の改革の一環として審議会の見直しも行われた。各審議会では、審議事項のうち、政



策審議に関するものは、食料・農業・農村政策審議会 に移管することとということで

整理されてございます。この関連がありまして、昨年まで農業資材審議会農薬部会と

いうものがございましたが、そこで審議され てまいりました農薬安全使用基準、これ

は今回新たに設けられましたこの農薬分科会では、報告事項ということで扱う予定で

ございます。  

 次でございますが、資料５でございます。これが農業資材審議会 令でございまして、

委員、臨時委員、専門委員の任命、第２条でございますが、第３条の任期等、それが

書いてございます。それから２ページ目でございます が、第５条に各分科会、４つの

分科会がここで位置づけられてございます。  

 それから、３枚目でございますが、第７条に、定足数、議決とも過半数であるというこ

とが定められております。  

 なお、本日ご出席いただいておられる方、総数 20 名のうち、３名のご欠席と、長尾

委員が来ておられないので、16 名のご出席をいただいていますので、分科会は成立

してございます。  

 次でございますが、資料６をごらんいただきたいと思います。  

 １枚めくっていただきますと、農業資材審議会議事規則（案）とございますが、これは

先ほど終了しました農業資材審議会で議決が行われましたので、（案）はこの場で削

除いただければというふうに思います。  

 ポイントでございますけれども、まず、公開に関する点でござい ます。第３条の第２

項をごらんいただきたいのですが、会議は公開となります。ただし、公開することによ

り、公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれ がある場合、又は特定の個

人若しくは団体に不当な利益若しくは不利益をもたらすおそれがある場合には、会長

は、会議を非公開とすることができます。  

 また、第４条ですが、議事録は一般の閲覧に供するものとするが、会議の運営に著

しい支障があると認められる場合には、会長は議事録にかえて議事要旨を一般の閲

覧に供するものとすることができることとなっております。  

 これらの規定は分科会にも適用されるということが、２ページ目の第８条に書かれて

ございます。  

 それから、第９条ですが、これも大切な点でございますが、分科会の議決は審議会

の議決とみなすということでございまして、先ほど審議会が開かれましたけれども、以

降この分科会の  

場で実質的な審議、決定がなされるということでございますので、よろしくお願いいた

します。  

 また、３ページ目、４ページ目に、公開の具体的な方法について書いてございます。

後でごらんいただければと思います。  



 ３ページ目、４ページ目につきましても、先ほどの農業資材審議会で決定が行われ

ましたので、タイトルにあります（案）というのは、この場で削除をお願いできればとい

うふうに思います。  

 次に、資料７の説明をさせていただきます。  

 資料７、農薬取締法の抜粋でございます。資料３で、先ほどご説 明した農薬分科会

の審議事項に関する規定部分を抜粋させていただきました。この中の、最後の紙で

すけれども、６ページ目をごらんいただきますと、ここに農 業資材審議会に意見を聞

かなければならない事柄を規定した条文がございます。囲みでございますが、ここは

第１条の２の第１項とか、こういった政令もしくは 改廃とか、こういうことでちょっとわ

かりずらいものですから、その該当の条項、該当部分にアンダーラインを引かせてい

ただきましたので、１ページ目からそ の部分がわかるようにアンダーラインが引かれ

ていると思います。この部分が該当する部分ということで、  

後でごらんいただければというふうに思います。  

 以上、簡卖でございますけれども、農薬分科会の位置づけ等についてご説明をいた

しました。  

 ご質問があるかもしれませんが、今回は最初ということでございますので、一通りご

説明をさせていただいて、後ほどまとめてご質問いただければというふうに考えてお

りますが、よろしいでしょうか。何か特段ございますれば、この場で結構でございます

が。  

 それでは、進めさせていただきます。  

 それでは、次でございますが、本日は初めての会合ということで ございまして、農

薬分科会長の選任をお願いいたしたいと存じます。選任の方法につきましては、先ほ

どごらんいただきました資料５の審議会令第５条第３項に よりまして、委員の方々の

互選という形になってございます。ということで、いかがいたしましょうか、まずお諮り

いたします。  

○委員 大変僣越ですけれども、本山委員にお願いしたらいかがかと思いますが。  

○農薬対策室長 ただいま本山委員にとのご推薦がございましたけれども、いかがで

ございましょうか。  

               （「異議なし」の声あり）  

○農薬対策室長 それでは、農薬分科会長は本山委員にお願いしたいと存じます。

恐縮ですけ  

れども、こちらに分科会長の席をご用意いたしましたので、お移りいただければと思い

ます。  

 では、これより本山分科会長に議事をお進めいただくということで、よろしくお願いい

たしたいと存じます。  



○分科会長 ただいま分科会長を仰せつかりました本山でございます。皆様のご協

力により、本分科会を円滑に運営してまいる所存ですので、何とぞどうぞよろしくお願

い申し上げます。  

 それでは、これから私の方から議事を進行させていただきます。  

 まず初めに、農業資材審議会令第５条第５項の規定により、分科 会長代理は分科

会長が指名せよということになっております。これまでのご経験で、委員の中から都

留委員にお願いできればと思うのですが、本日ご都合により ご欠席されております。

後日ご本人と相談し、次回皆様にご報告させていただくということで、よろしいでしょう

か。  

               （「異議なし」の声あり）  

○分科会長 それでは、そのようにさせていただきます。  

 これより議事に入りますが、事務局が用意した資料１の議事次第により、農薬取締

制度の紹介について、事務局より説明願います。  

○農薬対策室長 それでは、この農薬分科会の審議の根幹をなします農薬取締制度

について、資料８の図を用いて、簡潔にご説明させていただきます。  

 農薬取締法の第１条に目的がございますが、そこに書いてござい ますように、「こ

の法律は、農薬について登録の制度を設け、販売及び使用の規制等を行うことによ

り、農薬の品質の適正化とその安全かつ適正な使用の確保を 図り、もって農業生産

の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与するこ

とを目的とする」というふうになってございます。  

 仕組みの基本的なところを、図を用いて申し上げます。  

 まず、我が国内では、農林水産大臣の登録を受けなければ農薬の 販売が行えな

いということになってございまして、したがって、図にあります農薬の製造業者及び輸

入業者が、製造した農薬あるいは輸入した農薬を国内で販売 しようとするときには、

その図にありますように、農林水産大臣に登録申請を行うということが義務づけられ

ております。その際いろいろな試験データ、例えば 薬効、薬害、每性、残留性などに

ついて、多くの試験データ、試験成績の提出が求められておりまして、これらを、右側

にありますが、農薬検査所、これは４月 から独立行政法人ということになります。ここ

にはもう書いてしまいましたけれども、そのようになります。そこで検査をして、問題が

ない場合に、農林水産大 臣から製造業者、輸入業者に登録票が交付されるというこ

とになっております。  

 また、登録すべきか保留すべきかといった点の判断で、重要な幾つかの点について

は、環境大臣が基準を定めて、そこにありますように登録保留基準として告示をして

いるという形になってございます。  

 登録された農薬というのは、次の販売業者によって農業者等に売 られるというふう

に、縦に、下に移っていきますけれども、なります。販売業者は都道府県知事への届



け出が義務づけられておりまして、登録を受けて、きちん とした表示のある農薬でな

ければ販売ができないという形になっております。  

 次でございますが、また下に参りまして、農薬使用者でございますが、農薬使用者

に対しては、防除業者については、まず営業所の事業区域の大きさに応じまして、農

林水産大臣または都道府県知事に届け出るということが、まず義務づけられておりま

す。  

 あと、図の順に参りますと、農薬の使用方法につきましては、農 薬安全使用基準と

いうものを農林水産大臣が策定して公表するという形になってございます。それから、

その下に行きますが、指定農薬というのがございます。 右の方に指定農薬の内訳３

つございますが、作物残留性農薬、土壌残留性農薬、水質汚濁性農薬という３種類

がございます。定められた使用方法を遵守せずに使 用した場合に、農作物の汚染

が生じて、これが原因で人畜に被害を及ぼすおそれがあるというのが、作物残留性

農薬でございまして、土壌の汚染が生じて人畜に 被害を及ぼすそれがあるというの

が、土壌残留性農薬でございます。水質汚濁性農薬については、広域で使用される。

水産動植物に被害が著しいということのお それがある場合、あるいは水質の汚濁で

人畜に被害を及ぼすおれがあるといった農薬について、それぞれ定めている、こうい

ったものでございます。  

 そういった指定農薬の指定、それから指定農薬について使用者が遵守すべき基準、

それと指定農薬の使用の指導というものが、このようにして行われております。  

 このほか、左側に整理してございますけれども、法施行に必要な 農薬の収集、そ

れから、農薬の収集とか立ち入り検査は、まず農林水産大臣、環境大臣あるいは農

薬検査所が行うということができます。それから、農薬の知識 の普及、助言、指導に

つきましては、農林水産大臣及び都道府県の知事が行うという規定になってございま

す。  

 大ざっぱでございますけれども、これが農薬取締法全般の概要でございます。  

○分科会長 ただいまの説明について、何かご質問等ございましたら、お願いしま

す。  

 私、会長になったんですけれども、ちょっとお聞きしてよろしいですか。  

 以前は、農薬使用安全基準というのは、この審議会、前とは継続性がないのかもし

れませんけれども、この農業資材審議会でやっていたと思うんですけれども、今度は

どこの組織が担当して、それはされることになるのでしょうか。  

○農薬対策室長 農薬安全使用基準につきまして、これは大臣が公 表するという重

要なものでございまして、従来小委員会でまず検討していただいて、その後農薬部会

でさらに審議をしていただくというふうになってございまし た。委員会そのものは、今

回局長の私的諮問機関のような形でさらに続けて設けさせていただきまして、農薬分



科会で報告ということで、今後も続けて、ここの 場で皆様に見ていただくということに

いたしたいと存じます。  

○分科会長 ほかにご質問ございませんでしょうか。  

○委員 今の関連ですけれども、今までは審議をやっていたと思ったんですが、そう

すると報告だけをこの委員会でやるということになると、審議はどこでやることになる

んですか。  

○農薬対策室長 一応先ほど見ていただきました資料４の農林水産 省設置法でご

ざいまして、ここの２枚目に、新旧対照がございまして、ここで下線部分がございます。

旧来の設置法でございますが、そこに農薬に関する重要事 項を調査審議するという

事項がございまして、ここの部分で実は農薬安全使用基準についてこれを根拠にご

議論をいただいていた、仕組み上そういうことでござ います。今回変更の理由にござ

いますように、こういった重要事項といいますか、政策審議にかかわるものということ

で整理が行われまして、これは食料・農 業・農村政策審議会で一応やるというふうに

なったんです。それで、私ども考えまして、それでは、食料・農業・農村政策審議会に、

例えば部会のようなものを 設けて、わざわざそのために農薬安全使用基準の審議

をそこでやるかどうかということを考えたのでございますけれども、ここは非常に広い

分野を扱いまして、 非常に専門的な話をここでやるというのは非常に無理があると

いう判断がございまして、やはりせっかく農薬分科会がございますので、この場を今

後も使ってい くのがベストではないかというふうに考えました。  

 ただ、形としまして、一応審議事項ということでは、この法律に ございますように、

農薬取締法というものに審議事項が明示されたものだけを法的には扱えるということ

になりましたので、先ほどの農薬安全使用基準について は、大臣が公表するものを、

その法律の中では諮問事項という形にはなってございません。ということがありまして、

やはり法的な整理でございますけれども、 やはり審議事項ということではなくて、報

告事項という中で今後も見ていただくのが一番いいのではないかという形になった次

第でございます。  

○委員 その中で意見を聞くということですか。  

○農薬対策室長 そうですね。  

○委員 報告に対するいろいろな意見を。  

○農薬対策室長 報告でございますので、実は余り審議という形はとれないんですけ

れども、皆さんに見ていただくということで、ご了解いただきたいと存じます。  

○分科会長 ほかによろしいでしょうか。先ほど審議官もおっしゃいましたように、これ

からこの審議会を非常に活発化していって、皆さんのご意見を農薬行政に反映してい

きたいということですので、どんどんいろいろなご意見、ご要望を出していただければ

と思います。  



○委員 今のことがよく理解できなかったのですが、ということ は、食料・農業・農村

政策審議会は幅広い審議をするということで、先ほどから言われている農薬安全使

用基準について、個別に、具体的に詰めて話す場はなく なったということなんですか。

報告はあるということだったんですけれども。  

○農薬対策室長 確かに、おっしゃるように、法的にはそういうことで審議という形は

とれない  

んですけれども、その前にご専門の先生方で、農薬の安全使用基 準、これは例えば

使用回数でありますとか、そういったものについてはご審議いただいておりまして、そ

れをさらにご審議いただくということで従来やっていま して、そこをある程度簡略化す

る形にはなると思いますけれども。  

○審議官 先ほど今回の審議会の役割のところで、これは農林水産 省だけではなく

て、全体の審議会の中身を、何を審議するかというのを、今法律でこれこれを審議し

ますということを具体的に限定しているものもありますね。 これをやりますと決めたわ

けですね、に限定したという、いわゆる審議会はそういう位置づけにしましょうという、

全体の政府の中の流れで一律にやりましたか ら、今の安全使用基準は、従来でい

いますと、その他審議するという形でよんでいましたので、実は我々としては実際はこ

こで報告という形になりますけれど も、またこの審議会も最初に審議会の運営のとこ

ろで原則公開しますよとやっていきますから、皆さんいろいろと、実質的には従来と同

様にご意見をいただい て、それをもし必要があればその中身に反映する形でうちの

方は運営したいと思いますので、それについては実質的には従来と同様にご意見い

ただいて、必要あ れば変えるべきところは変えるし、その辺できちんとした運営をし

ていきたいということであります。  

○分科会長 ほかにご意見、ご質問ございませんでしょうか。  

○委員 今のお話を聞いていますと、この会は全く機能を果たさな いという感じを、

今私は感じました。というのは、審議するところは、最初の話のように、もう大きなとこ

ろで審議をすることになっておるから、その結果は報 告して、その報告に対していろ

いろな意見を聞いてください。その前に、専門家が審議をするという機関が今までも

あったと。それによって審議をしたものが、 全般的に食料・農業・農村政策審議会に

移管をして、そこで今度はそこから我が方に持ってきたときはもう報告だから、報告で

すから、それを聞くだけだと。だ けれども、今の審議官の話は、報告だけだけれども、

今までと同じように意見を聞いていただければ、必要あればそれを審議と同じような

形で上に審議内容とし てもっていきますというお話ですが、その大もと、今まではど

こで審議をしておった。ここで審議をしておりまして、そして今言ったように、総括的な

審議会の 方にもっていくんだと、その審議の前提はどこにあるんですか。  

 いかにも聞いていると、ほかで審議をしています。それが大きな 審議会にもってい

きます。そこでおおむね審議は終わりです。したがって、報告します。報告した、我々



が聞いたときに、意見があれば、それは取り上げますと いうのは、ついでに審議官

は言ったので、それはあなた方、報告だけれども、いい意見があれば取り入れますと

いうような、ついでですよ。ですから、この会議 は今までどおりですと、こううまいこと

を言っているけれども、私は素人できょう初めて来たんですが、その大もとの審議は

今までここでやっていたとすれば、 その大もとの審議はどこでやるんですかというの

をお聞きになった、私は今そう聞いていましたが。  

○農薬対策室長 申しわけございません。従来の、昨年までやって いたやり方をま

ずご説明しますが、大臣が公表すべく農薬安全使用基準については、まず農薬安全

使用基準検討委員会というのがございまして、そこでまずご専 門の先生に集まって

いただいてご議論いただいて、どうすべきかという案をつくっていただいて、それを農

業資材審議会農薬部会、当時部会と言っていましたけ れども、そこでご審議いただ

いて、世の中に出していたという手続でございました。  

 これからは、一番最初に審議していただいています専門家のグ ループ、それは名

称はまだはっきりしませんが、それはそのまま存続をそこでやって、きちんと検討いた

だき、その結果は、実はかなり膨大な報告書になるので すが、従来ここでご議論い

ただき、かなり時間がかかって非常に大変だったんですけれども、その資料はそっくり

お出ししご説明して、見ていただきます。た だ、非常に専門的な話になりまして、無理

をすれば食料・農業・農村政策審議会でもやれることはやれるのでございますけれど

も、あそこはもう全然、農薬の専 門家ではない方たちの場になってしまいますので、

それは非常に難しいだろうと。やはりここの場で見ていただくのが、比べれば一番よ

いのではないかと考えま した。資料はそっくりお出ししますし、ご意見があればいた

だくという形にしますが、ただ、法律上、先ほど申し上げましたように整理されてしまい

まして、審 議事項というのは農薬取締法の権限があるものというふうになりまして、

農薬安全使用基準は、農業資材審議会の審議事項という形では位置づけられてい

ない。 それで、手続的にはやはり審議事項ということではなく、進めさせていただけ

ればということでございます。  

 ご納得いただけないということでございますれば、また……。  

○委員 納得しろと言えばしますけれども、それは審議会、専門家がやっているから、

この審議会を通過したよということがないと、書類にならないから、あなたに報告する

から、審議会で承認したということにしろよ、早い話がこういうことだ。  

○農薬対策室長 法的なことを申し上げますと、今後は……。  

○委員 私どもが聞いた感じでは、専門家が多岐にわたってやって いるので、あな

た方には無理だと。ですから、専門的にやってきたものを、大きなところで報告したも

のはちゃんと精査して、それをこの審議会に報告するか ら、専門家がやってきたこと

だから、大丈夫だろうと、そして、その審議したものは報告して、我々の審議会を通過

しなければ書類が上に上がっていかないか ら、認めろよと、簡卖に言えば、私はこん



なふうに理解したんですけれども、そうでもないんですか。ここで審議しない、ただ報

告を受けるけれども、意見はあ るよと言っても、審議官は意見を入れるという話です

から、それはそれでいいと思うんです。だけれども、それにはいかにも２回も審議する

時間もないから、そ れなら専門家にやっていただいて、その大ざっぱなことだけは報

告するから、聞けよと。そしてそれで了解してもらえば、審議委員を通過しているんだ

からいい んだと、こういうことでしょう。了解しました。  

 僕の考え方、皆さんどう思っているか、僕はそう感じたんです。 初めて来ているから

わかりませんけれども、回転も悪いからわからないけれども、きっと隣の方は、どこで

本当に審議をするんだと言ったら、専門家が審議する よという、これはできましたね。

それを一遍大きくしたところへ持っていって、それで認めて、それを今度は報告書とし

てここに持ってくる。それはここでもう 審議の必要はない。報告するんだから、だけれ

ども、立派な意見があったら、必要な意見があったら、前と同じように取り入れていき

ますよ。それはここを経過 をしなければならないという前提があるから、そういう方法

でやるのかなと、こういうふうに私は感じました。だけれども、了解しましたからいいで

す。先へ進 んでいいです。  

○審議官 趣旨はわかりました。皆さんほかの方もいらっしゃるの で、要するに従来

この審議会にかけるというのは、法律で審議会の議を経るというのが法律上明記して

いるものにすべて審議会の議を経るのはよしましょうとい う、そういう政府方針の全

体の決定の中なんです。それで、ではしからば今の安全使用基準は、審議会の議を

経て大臣が公表するという文章が入っていないんで す。そうすると、多分今の懸念と

いうか、今まで審議していたのに審議しない、実際そうなっていますから、それが出て

くると思うんです。そこは政府全体の審 議会のやるべき仕事というのを、それぞれの

法律で審議会の議を経てやるというものに限定していますので、そういうことが起きた。

では、そのときに実際にき ちんと安全使用基準については、従来審議会で審議して

いるところでありますから、実行上きちんとそこについては今後とも皆さんの意見を聞

くような場を設け てやっていきたい、こういうことでございますので。  

○農薬対策室長 全然ご納得いただけていないというふうに思いま す。従来農薬安

全使用基準についてご議論いただいておられるメンバーの方と、初めてここにご参加

いただいている方と、実は２つのタイプがあると思うんです が、次回の農薬分科会で

中身をご説明、ご報告させていただく中で、この議論をもう１回やりたいと思いますが、

よろしいでしょうか。今現在でご納得いただか なくて結構でございます。どういうこと

でやっていくのが一番よいかということを皆様に見ていただきながら、もう１回ご議論

いただくということで、よろしく お願いします。  

○分科会長 よろしいでしょうか。  

 それでは、次に進めさせていただきます。農薬中の有害物質の検査に関する小委

員会の設置について、事務局より説明を願います。  



○農薬対策室長 それでは、先に進めさせていただきます。  

 資料の９でございます。農薬中の有害物質の検査に関する小委員会の設置につき

まして、今後この審議会が何をしていくかということの中に入ってくるんですが、事務

局から、資料の９によりご提案をさせていただきたいと考えております。  

 農薬の登録の際には、ダイオキシンのような、意図しないで混在 する有害物質に

ついて、十分これまで検査を行って登録を行っているわけですが、今後も検査を行っ

ていく上で、きちんとした基準をわかりやすい形で設定して いくということが、農薬の

安全と安心を確保する上で必要ではないかというふうに考えております。  

 なお、このような基準について、法律にあります公定規格的なも のとするか、ある

いは検査方法とするかも含めて、まだまだ技術的に検討すべきことが多く存在してお

りますので、当面このような小委員会を設置させていただ きまして、いずれ農薬分科

会への諮問が行われることも視野に入れた周辺の勉強を行わせていただきたいとい

うふうに考えております。  

 このようなことで、お手元の案に基づきまして小委員会の設置をご承認いただき、構

成員について、分科会長のご指名をお願いしたいというふうに思っている次第でござ

います。  

 それでは、１ページ目の農薬中の有害物質の検査に関する小委員 会の設置につ

いて（案）でございますが、読ませていただきます。「１．農業資材審議会議事規則第

10条の規定に基づき、農業資材審議会農薬分科会に「農薬 中の有害物質の検査に

関する小委員会」を置き、農薬中の有害物質の検査に関する事項を調査する。  

 ２．小委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、分科会長が指名する」と

いう文案でございます。  

 なお、2 枚目をめくっていただきますと、小委員会の構成ということでお名前を挙げ

させていただいております。まず、豊田正武臨時委員でございます。それと、上路雅 

子専門委員、それから、高菅卓三専門委員、林祐造専門委員、宮田秀明専門委員、

森田昌敏専門委員、山本出専門委員でございます。７名でございます。  

 よろしくお願いいたします。  

○分科会長 ただいまの説明について、ご質問等ございましたら、お願いします。  

 この委員のメンバー見ますと、ダイオキシンが念頭にあるような気もいたしますけれ

ども。それでは、農薬分科会として、資料９にあります小委員会の設置を決めたという

ことにして、  

２枚目にあります構成員の指名を分科会長として行いたいと思いますが、よろしいで

しょうか。  

               （「異議なし」の声あり）  

○分科会長 それでは、次に農薬の登録保留基準値の設定について、環境省から報

告をお願いします。  



○農薬環境管理室長補佐 お手元の資料10につきまして、私の方からご説明申し上

げたいと思います。  

 資料 10 を見ていただければと思いますが、頭に書いてございます作物残留及び水

質汚濁に係る農薬の登録保留基準として環境大臣が定める基準値の設定ということ

で、本分科会にご報告申し上げるものでございます。  

 私どもの方では、先ほど農林水産省の農薬対策室長の方からもご 説明がありまし

たとおり、資料８で農薬取締法の概要をご説明いただきましたが、その際に、農林水

産大臣が農薬を登録するに当たって幾つかの基準があるわけ でございますけれど

も、このうちの幾つか、４つにつきましては、私ども環境省の方で定めている基準がご

ざいます。  

 具体的には、資料７、農取法の抜粋の第３条が２ページにあろう かと思いますが、

このうちの４号から７号までに当たる基準、具体的に言えば４号に書いてございます

作物残留性に係る基準でございますとか、あるいは５号の 土壌残留性に係る基準、

あるいは水産動植物に係る基準、それから第７号の水質汚濁に係る基準、この４つ

の基準につきましては、同じく３条の第２項、３ペー ジの頭にございますけれども、２

項にございますとおり、４号から７号までの基準は環境大臣が定めて告示するという

ふうになっております。  

 このうち、大枠、一つの農薬といいますよりも、その考え方で告 示しておりますけれ

ども、そのうち一定の農薬ごとに基準値を決めなくてもいいもの、例えば土壌残留性

でございますとか、水産動植物の基準と申しますのは、 例えば土壌中半減期が１年

以内に半減することとか、そういう考え方でございますので、その基準に基づきまして、

あとは農林水産省の方で検査していただけれ ばいいわけでございますけれども、作

物残留に係る基準でございますとか、あるいは水質汚濁に係る基準、これにつきまし

ては農薬ごとに基準値を定める必要性 があるということでございますので、私ども資

料10にありますとおり、このような形で毎回基準値を設定させていただいているという

ことでございます。  

 資料 10 でございますが、１枚めくっていただきますと、報告と いうことで、環境省の

今回の告示改正分ということで、例えば新規、１番、作物残留に係る基準ということで、

12月11日答申４農薬と書いてございますけれ ども、これにつきましては、１ページ目

の注の１をごらんいただければと思います。作物残留に係る基準、私どもが定めてお

ります基準でございますけれども、 そもそもはまず食品衛生法に基づきます残留農

薬に係る食品規格が設定されている場合にはこれを適用いたします。ただし、それが

設定されていない場合、私ど も環境省の方で個別に基準値を定めることとされてい

る。この２つをあわせた形のものが登録保留基準というふうな形になっております。  

 今回 12月 11日答申、12月 21日告示分というふうになって おりますが、このような

考え方で、私どもは環境省の方で新規の農薬に対する申請ですとか、あるいは水質



汚濁に係る申請があれば、年３回このような形で基準 値を改正し、告示を改正して

いるということでございます。  

 これまでもこのような基準値の設定につきましては、この資材審 の農薬部会の方

でご報告申し上げてまいりましたけれども、引き続きまして、この農薬分科会の方に

私ども環境省の方から毎回、前回の分科会の後に改正された 農薬の基準値につき

まして、このような形でご報告させていただければというふうに考えております。  

 今回のこの項は、改正分につきましては、実は昨年の 10 月 18 日に私どもの中央

環境審議会の土壌農薬部会の中にございます農薬専門委員会でご審議をいただき、

そして 11 月 17 日に土壌農薬部会、中央環境審議会の土壌 と農薬に関する重要な

事項を審議いたします部会でございますけれども、こちらの方でご審議をいただき、

そして、その結果を踏まえて、12 月 11 日に中央環 境審議会の方から答申をいただ

いて、21 日に告示を改正したというものでございます。  

 その内容といたしましては、まず作物残留に係る基準ということで、新たに基準値を

設定したものが４農薬でございます。  

 それから、これまで既に一部の作物には基準値があったのでございますけれども、

さらに適用作物の拡大でございますとか、基準値の変更、こういうものが 17 農薬、10

農薬、重複がございますので、合わせて 25 農薬について基準値を改正させていただ

いたところでございます。  

 それから、基準値の削除、先ほど申し上げましたとおり食品規格 が設定されている

場合にはそれを適用ということで、食品規格を新たにすべてについて設定された場合

には、私どもの独自に、環境省の方で独自に設定する基準 値を設定していく必要性

がなくなりますので、このような場合には削除させていただく、これが７農薬ございまし

たということでございます。  

 それから、水質汚濁に係る基準、農薬ごとに水質の汚濁性に関する基準値というこ

とで、新たに８農薬の水質汚濁に係る基準値を設定させていただいたということでご

ざいます。  

 ２．に書いてございますのは、ではこれまでどのくらいの農薬保 留基準値が設定さ

れているかということでございますけれども、このような形で、トータルでは作物残留

に係る基準は 357 でございます。環境省が個別に設定しているものが 19、今回新た

に４つ設定させていただいたということでございます。食品衛生法に基づきます食品

規 格というのか別途 199 ございますので、合わせた形で、重複を除いて 357 という

形になります。それから、水質汚濁に係る基準につきましては、これは基本的に環境

省の方で設定しておりますが、 121 ということでございます。  

 具体的な基準値、それぞれの農薬の成分ごとの基準値につきまし ては、次のペー

ジで、作物残留に係る農薬登録保留基準値一覧ということで、新たに設定された４農

薬については、そこに書いてございますフェントラザミド （除草剤）米について 0.1ppm



と、これは作物への残留、これ以上農薬が残留してはいけないということでの基準で

ございますけれども、このような形で４ 農薬についての基準値をそれぞれ定めさせて

いただいたところでございます。  

 それから、(2)にございますとおり、適用作物の拡大等に伴い追加設定又は変更す

るものが17、以下ずらずらと、下線部分、アンダーライン部分が変更点でございます。  

 それから、３枚ほどめくっていただきますと、残留農薬基準設定に伴い変更するもの

という、これも食品規格との関連でございますが、これが 10 農薬ございます。  

 それから、２枚ほどめくっていただきますと、削除分ということ での、食品規格に完

全に移行してしまうというものが７農薬あって、4.といたしまして、水質汚濁に係る農薬

等の保留基準値、新規設定分が８農薬ということ で、これは水田、水中での 150 日

間の平均濃度がこの基準値を超えないという観点から定められた基準値でございま

す。このような形で、８農薬についての基準値を設定させていただい たということでご

ざいます。  

 これにつきましては、今後ともこの分科会で随時答申をいただき、告示を改正した部

分につきましては、これからもご報告を引き続きやってまいりたいというふうに考えて

おります。  

 以上でございます。  

○分科会長 ただいまの説明について、ご質問等があれば、お願いします。  

 いかがでしょうか。  

 初めて参加された委員の方々には、非常に早い説明だったのでわ かりにくかった

と思いますけれども、要するに残留基準のようなものは既に十分議論されて、厚生省

の方でその基準値が設定されているものについてはそれでよ ろしいんですけれども、

まだ厚生省の方で設定されていないものについては、環境省がこのように保留基準

として設定をする、あるいは改正をするということを おやりになっているということで、

今回はここにお示ししましたようなものがその対象になりましたというお話だったと思

います。  

○委員 既存の農薬に対して新たに基準値が設けられたということですよね。  

○農薬環境管理室長補佐 私どもの方でやりますのは、基本的には まず新規の農

薬に対して基準値をつくると。厚生省の方は当然基本的には、既にある農薬について、

あるいは輸入なんかも考慮しながら基準値を設定しますけれ ども、我々の方の考え

方としては、まず新規のもの、それから今まで例えば米に対してのみ基準値があって、

あるいは米に対してのみ適用されている農薬に対し て、今度例えば小麦でも適用し

たいというふうな申請があった場合には、麦に関する基準値がなければ、それがいい

かどうか、要するに農林水産省の方は判断で きませんので、その際に私どもが基準

値をつくるというのが、基本的な考え方になっております。それがそういう考え方にな

ります。  



○委員 2.のところで、設定の農薬総数というのがよくわからな いんです。農薬という

のは全部で大体どのくらいあるんですか。その中でこの 357 農薬と、あと水質のが 

121 農薬なんですけれども、それが全体の農薬の総数に対してどのくらいの数なのか

が、ちょっとわからないんですけれども。  

○農薬対策室長 農薬そのものは、有効成分の種類で申し上げます と、 530ほどご

ざいます。製剤で申し上げますと、それが粒剤でありますとか、粉剤というふうになり

ますので、約 10 倍になりまして、 5,300 ほどございます。この場合は有効成分で言っ

ておりますので 530 ほどございます。そのうち食用に用いられるものということで、作

物残留を定めなければいけない。例えば、食用でないものについては、作物残留をつ

く る必要がない。例えば、花にまくとか、芝にまくとか、そういったものはそれ専用の

ものというのは必要ないので、食用に係るものについてこのように、環境省 の方で 

219 ということで定めているということでございます。  

○審議官  500 幾つあって、食べ物に係るものが 357 全部あります。  

○委員 全部あるということですね。  

○農薬対策室長 設定しなければ登録できないということでございますので、そういう

ことでございます。  

○委員 それはどのように、例えば具体的な製品に反映されていくんですか。基準は

設けられましたよね、それがどのように、例えば安全使用基準とか、具体的に自分た

ちが使用したりするとき、どのように反映されていくんですか。  

○農薬対策室長 一番最初から申し上げますと、まず動物試験をやりますよね。動物

試験、每性検査検査とかやりまして、このぐらいの量なら大丈夫だという量……。  

○委員 新規のはいいんですけれども、改正された部分について、 新たに対象とな

るもの、作物が追加されたりとか、あと２ページか３ページを見ると、芋類が 0.1ppmが

新たに追加されていますよね。こういう場合という のは、何か芋にまくときはこのぐら

いにしなさいよという、使用基準か何かのところに反映されていくというふうになってい

るんですか。  

○農薬対策室長 この基準以下でないといけないということでござ いますので、これ

は栽培試験をやってございまして、どのくらいの使用回数なり、収穫時期の何日前と

か、そうなればこれ以下になるかというようなことで確か めておりまして、この基準、

これはＡＤＩといいますか、每性的に１日当たり摂取していい、大丈夫な量の中の範囲

内で作物別に割り振りまして、この作物であ れば、ここまで残留していても体に影響

ないという部分をまず決めまして、それを満たすというか、そこに結果的に残留しない、

そこまで残留しない栽培での使 用方法を設定していくということでございます。  

○委員 対象の作物が追加されれば、随時使用の仕方、安全基準が変わっていくと

いうことですか。  

○農薬対策室長 そうです。  



○委員 それは随時、売られる農薬に対して反映されていくものですか。  

○農薬対策室長 それは使用方法ということで、農薬のラベルがございまして、あそ

こにどの作物にどのくらいの濃度で、何回というふうに書いてございます。あそこに反

映されていくわけです。  

○委員 新規に売られるものに対してですね。  

○農薬対策室長 そうです。  

○委員 売られたものに対しては、もう売ってしまったというか、農家の方で持ってい

る人がいるじゃないですか。そういう人が例えばそういう基準を知らないで使うことは

ありますよね。例えば新しく対象になった作物にというのは、追加のあれはないんで

すか。  

○農薬対策室長 一応ラベルに書いてある使用方法以外は使用でき ないということ

になってございまして、このようにして新しい申請がございまして、対象作物の追加が

行われるということになると、それに応じてこういったい ろいろな検査、データ的なこ

とをやりまして、そこでラベルの変更が行われるということで、使用者としては、ラベル

を見て。  

○委員 古いものを持っているのは、そういうラベルがないので使わないということで

すか。  

○農薬対策室長 そういうことになります。  

○分科会長 環境省や厚生省はこういう基準値を設定してくださっ て、それに基づい

て、先ほど議論になりました安全使用基準を設定する専門委員会の方で、安全使用

基準というのを定めていくわけですね。その基準値を超えな いようにということを考

えて、安全使用基準、何倍希釈液をいつまで散布してもいいということが決まっていく

という仕組みになっていると思います。  

○委員 平成 12 年２月というのは、去年の２月現在の数ですか。  

○農薬環境管理室長補佐 申しわけございません。平成 13 年２月の間違いでござい

ます。この場をかりて訂正させていただきます。平成 13 年２月でございます。  

○分科会長 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。  

 それでは、次に農薬行政の最近の動きについて、事務局から説明願います。  

○農薬対策室課長補佐 資料 11 の(1)、農薬の登録申請に係る試験成績について、

説明させていただきます。  

 １枚めくっていただきますと、農薬を製造または輸入して販売す る場合には、農林

水産大臣の登録を受けなければならない、これは農薬取締法の中で規定されており

ます。ですから、登録される農薬の品質の適正化、その安全 かつ適正な使用の確保

を図るという観点から、農薬取締法の規定に基づきまして、農薬の登録申請に際して

は、農薬の薬効、薬害、每性及び残留性に関する試験 成績の提出を義務づけてお



ります。また、これらの試験成績に基づきまして、農薬の品質及び安全性を確認した

上で、農薬登録の方を行っているところでござい ます。  

 また、登録申請の際に提出すべき試験成績の具体的内容、また作 成に係る条件

とか、作成指針等につきましては、従来よりＯＥＣＤ、経済協力開発機構が定めるテス

トガイドラインや、国内における医薬等の安全性評価に係る 動向を踏まえまして、従

来から農薬の登録申請に係る每性試験成績の取り扱いについてとか、あるいは農薬

の残留性に関する登録所の取り扱いについて等の、私 どもの方の局長通知におい

て、その詳細を定めてきたところでございます。  

 しかしながら、ＯＥＣＤ等で定めるガイドライン等につきまして は、近年の医学や每

性学等における技術的進歩等を踏まえまして見直しがなされております。このような

国内及び海外の動向も踏まえまして、我が国の農薬登録 申請に係る試験成績の作

成指針等についても、所要の見直しということを随時やっておりまして、実は昨年の

11 月にその見直しを行ったところでございます。 また、それの施行というのは、本年

の２月から施行したところでございます。  

 資料の方を３枚ほどめくっていただきたいんですが、そうします と、表がございます。

この表は、農薬取締法の規定に基づき、申請者が提出すべき農薬の薬効、薬害、每

性及び残留性に関する試験成績を取りまとめたものでご ざいます。例えば、薬効に

関する試験成績は、これは文字どおり適用病害虫等に対する薬効があるかどうかと

いう、そういう試験成績でございます。  

 それから、薬害に関する試験成績といたしましては、ア、イ、ウとございますけれども、

適用農作物に対する薬害に関する試験成績、また周辺農作物や後作物に対する薬

害に関する試験成績がございます。  

 每性に関する試験成績としましては、アの急性経口每性試験成績 を初めとする、

急性每性に関する試験成績、それから尐し下の方に行きますと、ケというところの 90

日間反復経口投与每性試験成績、それから尐し飛んで、セ の１年間反復投与試験

成績、発がん性試験成績、繁殖每性試験成績、催奇形性試験成績、等々の每性の

試験、それから人畜だけではなく、ネというところがござ いますけれども、ネのところ

の水産動植物への影響に関する試験成績、それからその下のノの水産動植物以外

の有用生物への影響に関する試験成績等々、あとハ とヒのものもございますけれど

も、これらのものがございます。  

 残留性に関する試験成績といたしましては、農作物等への残留性に関する試験成

績、それから土壌への残留性に関する試験成績等がございます。  

 この表の中で、アンダーラインを引いたものがございますけれども、これが昨年 11

月に見直した際に追加した試験成績でございます。  

 また、表の方の右側に、ＧＬＰ対象の有無という欄がございます が、ＧＬＰというの

は、Good Laboratory Practice、これの略語でして、これは試験を実施する実施機関



自体が、試験を実施するときの試験手順、例えば試験動物に被検物質を投与すると

きに、 どうやってえさを投与するとか、あるいは各種いろいろ測定なりするわけです

けれども、そういった測定結果のはかり方なり、あるいはまた記録の方法等を定め 

た試験手順を定めまして、試験実施機関自体が、試験を実施する組織とは別に、試

験が適正に試験手順どおり行われているかどうかをチェックする組織をつく り、さら

に国の機関の方でも、その実施機関が試験を適正に実施しているかどうか、それを

査察する。これを行うことよって、試験成績の信頼性を確保するとい う制度でござい

ます。  

 このうち、丸印がこの欄でついている試験成績につきましては、ＧＬＰ制度を採用し

ております。  

 なお、丸印のついていない試験成績につきましては、これは薬効とか薬害とか、作

物残留とかいろいろございますけれども、これらにつきましては、都道府県の試験場

等で実施しているところでございます。  

 もう１枚めくっていただきますと、これは每性に関する試験成績 及び残留性に関す

る試験成績の登録検査の試験項目の推移、これを取りまとめたものでございます。昭

和 23 年、47 年、59 年、平成 11 年、平成 13 年と、 だんだんに、この表にあるように

検査項目、もちろん要求項目もふえているといったことをあらわしております。今後と

も医学や每性学の技術的進歩に応じて、 必要な試験成績を求めていくこととしてお

ります。  

 以上でございます。  

○分科会長 ただいまのご説明について、ご質問等あればお願いします。  

 農薬の每性に関する試験は、大変膨大なものが要求されて、大変 綿密な試験がさ

れなければ登録がおりないという仕組みになっていますね。これは多分医薬にも負け

ないだけの、あるいは環境とかそのほかのものに対する影響 も含めれば、医薬以上

に厳しい每性試験が要求されております。  

○委員 海外での項目との比較というのは何か、欧米よりもこうい う項目が多いとい

うのがわかると説得しやすいんですが。何かの機会に、欧米の調査項目といいましょ

うか、登録、検査項目、こういうものがあるよというのを お示しいただけると、何か参

考資料をお願いできたらと思うんですが。  

○農薬対策室課長補佐 先ほどの横表に昭和23年とか、47年、 平成13年２月とあ

りますが、このうちの平成 13 年２月のところを見ていただきたいんですが、この中の

10 番の生体機能影響試験、これはいわゆる農薬を間 違って摂取したりしたときに、

それがどういう臓器に影響があるかといったことを調べる試験でございまして、これは

欧米では求めていない試験でございます。 これは日本独自ということで求めている

試験でございます。  



 あと、每性試験につきましては、これはどこの先進国もとってい る試験成績という

のは、これは同じということになります。それは農薬自体が日本だけで使われるという

ことではなくて、海外、いろいろなところで、欧米でも 日本でも使われるということで、

おのおの評価されるわけで、やはりここの辺はＯＥＣＤ等も中心になって、データ要求

のハーモナイズもされていますので、差 異はないというふうに思っていただいて結構

です。  

 あと、海外と比べたときの試験ということで、ここの環境への影響というところで、取

り方がまだハーモナイズが、世界的にはまだ尐しできていないといったところがあろう

かと思います。  

○分科会長 それではよろしいでしょうか。  

○委員 今のと関連はしないんですけれども、慢性の農薬中每の問 題、これは非常

に難しいと思うんですけれども、昭和 59年から、がんとか催奇形性、変異原性なんか

もやられているようですけれども、こういうものはずっと 続けて今やられているんです

か。日本では文献的に外国に比べて非常に尐ないという印象を、私は持っているん

ですけれども、いかがでしょうか。  

○農薬対策室課長補佐 これは農薬登録するデータにつきまして は、先ほどＧＬＰ制

度ということがありましたように、これらのデータというのは、すべて日本で作成という

ことではなくて、海外でつくられたものももちろん 入っております。ですから、今登録

になっている食用作物に、今環境省さんの方でつくられている基準とか、厚生省さん

の方でつくられている残留内基準に定め られているものにつきましては、こういう資

料はすべてそろっております。  

○委員 残留性に関して、今使われていない、例えばＤＤＴとか、 ＢＨＣとか、そういう

ものも今残留していることは明確にあるわけですけれども、何年前でしたか、農林省

からの報告が今全然公表されなくなりましたね。実際 自分たちではかってみないとど

のくらいあるかわからないというのが、現在の現況じゃないかと思うんですけれども、

これについてはいかがでしょうか。生体内 残留の問題です。生体内残留はずっと残

っておりまして、現在も、昭和 43 年でしたか、要するに使用禁止になっているんです

けれども、現在も生体に残ってお りますし、母親の母乳からも出てきますし、初乳に

多いということもわかっております。ところが、ずっと報告されていたんですけれども、

最近はそういう農林 省とかそういう研究所の方からの報告がないんです。  

○農薬対策室長 農林水産省では、母体とか、中の測定はしていな いので、その部

分は申し上げられないんですが、今おっしゃったような残留性のある有機塩素系の農

薬は、昭和 46年当時、販売禁止あるいは制限ということ で、回収を行ったりとかやり

まして、当時大分回収して、ほとんど使用されない状況になっているはずです。  

○委員 使用していないにもかかわらず残っているんです。ですか ら、これはどうい

うメカニズムかということはよくわかりませんけれども、東单アジアとかそういうものか



らやってくるのかどうかは別として、実際にはかって みるとあるんですね。ずっと下が

って、昭和 60 年ぐらいから大体プラットになっていますけれども、現在でもはかってみ

ると残留していますし、初乳に多く出 てくるというのは、私たちかなり問題ではないか

と思っているんですけれども。  

○委員 残留性のある有機塩素系のものですけれども、我々はいわ ゆる食品から

の摂取量の調査というのを実際行っておりまして、ご存じのように、規制で使用禁止

になってから、その摂取量というのは明らかに、格段に下がっ ている。ただし、わず

かに摂取量としてはある。我々はその原因がどこにあるかと考えているんですが、日

本ではほとんどないんじゃないか。やはり輸入食品に はどうしてもちょっと入ってくる。

それは要するに外国では使っている。ご存じのように、いろいろディスカッションがあり

まして、どうしても使用せざるを得 ない国があるというような、外国の条件があります

ので、継続して入ってくるんじゃないかと、私はそういうふうに考えているんですけれ

ども。  

○委員 それでお願いなんですけれども、その残留性のあるものが入って現在日本

に残っているということは事実ですので、これは行政の方としてもそれをちゃんと調査

しておいて、公表していただきたいというふうに私は思うんですけれども。  

○分科会長 私の発言する立場かどうかわかりませんけれども、この会は農水省の

農業資材審議会ですので、今委員のおっしゃったことは、恐らく人間の健康に関する

問題ですから、厚生省の方で調査をしたり、公表したりする事項ではないかという気

がしますけれども。  

○農薬対策室長 食品中の残留しているかどうかという、そういった調査については、

厚生省の方でやってございまして、毎年年報みたいな形で出ていますので、そこで食

品別に調べられます。  

○委員 生体内残留は出していませんね。違っているのかもしれま せんけれども、こ

れは生体という問題では、みな住民の健康にかかわる問題なので、私は実際に医療

をやっているものですから、非常に関心を持っているので、 セクションが違ったとして

もぜひよろしくお願いしたいと思います。  

○農薬対策室長 今の件については、厚生労働省の方に相談してみますので。  

○分科会長 それでは、大分時間も迫ってきましたので、引き続き、環境省より説明

願います。  

○農薬環境管理室長 お手元の資料の 11 の後半、(2)の中央環境審議会土壌農薬

部会の設置等について、時間も押しておりますので、簡卖にご説明いたします。  

 この紙の３枚ほどめくっていただきますと、中央環境審議会議事 運営規則というの

がございます。私どもの環境省も、省庁再編に伴いまして、まず組織自体もかなり変

わっておりまして、私の農薬環境管理室というものも、今 回の省庁再編に伴って新た

に組織されたわけでございます。  



 また、中央環境審議会もこれを機会に再編されまして、この第４条部会というところ

に書いてございますが、13 の部会に再編成されております。  

 さらに、もう２枚ほどめくっていただきますと別表というのがご ざいますが、その中

に、土壌農薬部会ということで、土壌環境の保全に係る重要な事項に関すること、そ

れから農薬による環境汚染の防止に係る重要な事項に関 すること、この２つに関し

て審議する部会が設置されております。  

 具体的には、前に戻りまして、中表紙の次のページに土壌農薬部会委員名簿がご

ざいますが、松本部会長を始め、ここに掲げられておりますような各専門の先生方に

ご審議していただく、こういう形になっております。  

 ただ、従前の土壌農薬部会に比べますと、何点か変更がございまして、周辺市街地

土壌汚染対策も担当するということで、自治体の委員に入っていただいたこと、ある

いは産業界からかなりの人数が入った、こういうことがございます。  

 それから、また先ほどの議事運営規則の２ページ目に、第９条専 門委員会というも

のがございますが、部会は必要に応じ専門の事項を調査するため専門委員会を置く

ことができる。初回の部会におきまして、専門委員会の設置 ということを行っておりま

す。具体的には、中表紙から数えて名簿を２枚ほどめくっていただきますと、専門委

員会の設置についてというぺーパーがございます が、先ほどご紹介いたしました健

康及び生活環境保全に係る登録保留基準の設定等に関する審議を行っていただくと

いうことで、専門委員会を設置しておりま す。メンバーは、１つ前のページになります

が、須藤委員長をヘッドにいたしまして、厚生省の黒川先生、その他、関係の先生方

から構成される専門委員会を設 置いたしたところでございます。  

 以上、簡卖でございますが、ご紹介いたします。  

○分科会長 ただいまの説明について、ご質問等があれば、お願いします。  

○委員 それぞれ農薬の、個別のものだけの審議だと思うんですけれども、相互作用

的なものの審議というのは、やられるところというのはどこかであるんですか。  

   

   

   

   

   

   

   

○農薬対策室長 おっしゃっている意味は、農薬だけではなくて、化学物質全般とい

うことでおっしゃっているんだと思いますが、今のところはないと思います。  

○分科会長 今のご質問は消費者の立場で非常に不安な点だと思う んですけれど

も、幾つか研究事例もありまして、名古屋市立大学の先生が、 100 ぐらいの農薬をＡ



ＤＩ値の何分の１かでずっと投与するという実験をしておりまして、その結果、やはり現

在設定されているＡＤＩ値というのは非常に正 しいと。それを 100足してもただ卖に足

し算になるだけであって、それ以上の相乗効果はないというふうな研究報告がされて

おります。  

 それでは、大分予定の時間が過ぎてしまったんですけれども、よろしければ、次に

議事録等の取り扱いについて、事務局より説明願います。  

○農薬対策室長 農業資材審議会議事規則、先ほどごらんいただき ましたが、それ

によりまして、本会議で使用した資料のすべて、及び議事録は公開とする予定でおり

ますけれども、いかがでございましょうか。議事録は作成次 第ご出席の皆様のチェッ

クをいただきます。それでよろしいということになれば、あとは公開ということでいたし

たいと思います。  

 公開の方法は、先ほどの資料６の中にございましたように、具体的には農林水産省

での閲覧、来られた方が閲覧できる形、あるいは農林水産省のホームページに掲載

するというような形になります。  

○分科会長 ただいまの説明について、ご質問等があれば、お願いします。  

 よろしいでしょうか。  

 それでは、事務局の案どおり決定してよろしいでしょうか。  

               （「異議なし」の声あり）  

○分科会長 それでは、これですべての議事が終了したところですが、全体を通しま

して、何かご発言があれば、お願いします。  

 それでは、今後の農薬分科会の開催スケジュールについて、事務局から何かあり

ますでしょうか。  

○農薬対策室長 先ほど農薬中の有害物質の検査に関する小委員会 ということで

提案させていただきましたが、その検討等を踏まえまして、次回もしも皆さんのご都合

がつけば、５月の下旪あたりを予定したいと思います。その あたりでまた皆様のご都

合をお聞きして、設定をさせていただきたいというふうに考えております。よろしくお願

いいたします。  

○分科会長 それでは、これをもちまして本日の分科会を終了したいと思います。尐

し予定の時間を過ぎましたけれども、それは皆さんのご質問やご意見が活発に提出

されたということで、本来の姿で、非常によかったのではないかと思っております。  

 本日はご多忙の中ご出席いただき、ありがとうございました。  

                              午後 零時１０分 閉会  

   

 


